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乳剤散布の施工について（通知） 

 

 日頃より、坂戸市及び鶴ヶ島市管内における水道行政の推進にご理解、ご協力賜り

ありがとうございます。 

標記の件につきまして、管内の公道では、舗装仮復旧においても乳剤散布の施工が

指示されております。各指定給水装置工事事業者におかれましては、道路管理者及び

当企業団からの指示に基づき、適正な施工に努めていただいているところであり、ま

た、工事写真においても小穴全面への散布完了後における撮影が徹底されてきており

ますので、引き続き宜しくお願いいたします。 

一方で、乳剤散布の際、一般車両に乳剤がかかってしまい、トラブルに発展した事

例が管内で発生いたしました。 

つきましては、そのような事態が生じることのないよう、施工時には細心の注意を

払っていただき、今後とも給水装置工事の適正な施行に努めていただくよう通知いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 
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